
(そ の 1)

(ふ  り が な)

1政 治 団 体 の 名 称

2主 た る事務所 の所在 地

収 支 報 口
圭
日

につばんいしんのかいしゅうぎいんながさきけんだいにせんきょくしぶ

片 _

令和6年分
開催分)

□ 2以上の都道府県の区域等 日 同一の都道府県の区域内

活 動 区 域 の 区 分

日本維新の会衆議院長崎県第 2選挙区支部

長崎県諫早市東小路町 11-10

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名

(姓 )

横 田

(姓 )

横田

(名 )

朋大

(名 )

朋大

事 務 担 当 者 の 氏 名

(姓 )

横 田

(名 )

未佳

の

有

無

職

□

日

公 種 類

(現職・候補者の別)

資金 管理 団体 の届
出を した者 の氏名

(姓 ) (名 )

資金管理団体の指定の有無

(※複数の期間がある場合 2つめ以降の期間)

から

まで

資金管理団体の指定の期間

日 政治資金規正法第 19条 の 7第 1項

第 1号に係 る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第 19条 の 7第 1項

第 2号 に係る国会議員関係政治団体

公 職 の 候 補 者 l夕■)  l名 )

の  氏  名 横田   朋大

公 職 の 種 類 衆議院議員

(現職・候補者の別) (候補者)

公 職 の 候 補 者 鑑 ) (名 )

の氏 名 (2人 日)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

公 職 の 候 補 者 (姓 ) (名 )

の氏名 (3人 目)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

国会議員関係政治団体の区分

(※複数の期間がある場合 2つ め以降の期間)

令和6年

令和6年 塊牡壽夢
ら

で

か

ま

国会議員関係政治団体に関す る

特例の適靭

(電話 )

(電話 )

(電話 )

050-3645-2610

党

部

体

政

政

政

□

日

□

党   の   支

治 資 金 団

□ 政治資金規正法第 18条 の 2第 1項
の 規 定 に よ る 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

政 治 団 イ本 の 区 分

-7:2,12



(そ の 2)

1 収支の総括表

2 収入項 目別金額の内訳

員  数 (党費又は会費を納入 した人の数 )

金  額

(1)個人の負担する党費又は会費

0

0

収 支 の 状 況

ユ

翌 年 へ の 繰 越 額

支 出 総 額

収 入 総 額

(本 年 の 収 入 額 )

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

0

2,760,128
2,760,128

0

2,760,128

合 計   (ア  + イ )

イ 政 党 匿 名 寄 附

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

ノl 計  (ア)十  (イ)十 (夕 )

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分

(2)寄 附

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附

(イ)法人その他の団体からの寄附

(う ち 特 定 寄 附 )

(ア)個 人 か ら の 寄 附

2,760,128
0

0

2,760,128
2,000,000

0

0

760,128
金 額 備 考



(その 7)

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

行番号

/ヘ
回 計

そ の 他 の 寄 附

こ の 頁 の 小 計

横田朋大

寄附者の氏妬
(団体にあっては、その名称 )

(7)寄 附 の 内 訳

760,128

0

760,128

760,128

金 額

R6/10/1

年 月 日

長崎県諌早市平山町357-25

住 Pノイ(団体にあつては、主たる事務′ノTの PヴT在
地)

寄附者の区分

政治団体役員

職業 (団体にあつては、代
表者の氏名)

1.個人

備  考

3



(そ の 7)

15

14

1 3

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

行番号

計〈
口

そ の 他 の 寄 附

こ の 頁 の 小 計

日本維新の会

日本維新の会

行附者の氏名
(団 体にあっては、そのイ名称 )

(7)寄 附 の 内 訳

2,000,000

0

2,000,000

1,000,000

1,000,000

金 額

R6/9/25

R6/9/19

年 月 日

大阪府大阪市 中央 区島之内11716
栄長堀 ビル

大阪府大阪市中央区島之内1-17-16
三栄長堀 ビル

住 Pナ (団 体にあつては、主たる事務計の画在
地 )

寄附者の区分

馬場イ申幸

馬場伸幸

職業 (団体にあつては、代
表者の氏名)

3政治団体

備   考

卒



(その13)

3 支出項 目別金額の内訳

△
口 計

′lヽ 計

(6)そ の 他 の 経 費

(5)寄  附 交  付  金

(4)調 査 研 究 費

(3)機関紙誌の発行その他の事業費

(2)選 挙 関 係 費

2政

(1)組

治 活 動

動

費

費繊 活

′lヽ 訂
―

(4)事 務 所 費

(3)備 品 ・ 消 耗 品 費

(2)光 熱 水 費

1経

(1)人

常 経 費

費件

項 目

(1)支 出 の 総 括 表

2,760,128
1,367)397

0

0

0

0

0

917,660
0

917,660
0

449,737

1,392,731
495,665
692,392
21,744
182,930

金 額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

備 考

一―
フ



(その14)

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

行番号

合    計

そ の 他 の 支 出

こ の 頁 の 小 計

電気代 (11月 )

支 出 の 目 的

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

21,744

0

21,744

21,744

金 額

R6/11/20

年 月 日

項  目  別  区  分

九州電力株式会社

支出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称 )

福 岡県福 岡下中央 区榎辺追二丁 目 1沓
82号

支出を受けた者の住所 (団 体にあつては、主
たる事務所の所在地 )

2.光熱水費

備 考

6



(そ の14)

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

行番号

ノヘ
計

そ の 他 の 支 出

こ の 頁 の 小 計

エアコンエ事代

アンテナ代

エアコン代

ICレ コーダー

コピー用紙

神棚

フッポン

クーラーボックス

レイン rク ェァ

ジャンパー

ジャンノく―

文房具類

キャビネット等

イス・机

イス・机

支 出 の 目 的

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

692,392

135,024

557,368

41,800

44,550

195,800

11,160

15,457

±8,270

12,045

17,651

11,063

22,985

上9,944

15,133

44,850

72,480

14,180

金 額

R6/10/19

R6/10/19

R6/10/19

R6/10/14

R6/10/10

R6/10/10

R6/10/9

R6/10/7

R6/10/7

R6/10/4

R6/10/4

R6/9/26

R6/9/25

R6/9/25

R6/9/21

年 月 日

項  目  別  区  分

有限会社きよしや電器商会

有限会社きよしや電器商会

有限会社きよしや電器商会

株式会社ヤマダデンキ

株式会社ナフコ

有限会社堀川総本店

株式会ネ土VlonOtaR0

アマゾンジャパン合同会社

アマゾンジャパン合同会社

アマゾンジャパン合同会社

アマゾンジャパン合同会社

株式会社ホームインプルーブ
メントひろせ

株式会社シーサイ ド城下町

株式会社ナフコ

株式会社ナフコ

支出を受 けた者の氏名
(団 体にあつては、その名称 )

長崎県諌早市栄町1-16

長崎県諫早市栄町卜16

長崎県諫早市栄町1-16

群馬県高崎市栄町1-1

福岡県北九州市小倉北区魚町2610
7F

長崎県諫早市小川町823

大阪府大阪市北区梅 田3-2-2」Pタ フー

大阪22階

東京都 目黒区下目黒1丁 目8番 1号

東京都 目黒区下 目黒1丁 目8番 1号

東京者Б目黒区下目黒1丁 目8番 1号

東京都 目黒区下目黒1丁 目8番 1号

大分県大分市古国府4作 18

長崎県島原市湊町 1-1

福 岡県北九州市小倉北 区魚 町 2-6-10
7F

福 岡県北九州市小倉 北 区魚 町2610
7F

支出を受けた者の住所 (団 体にあつては、主
たる事務所の所在地 )

3.備品・消耗品費

備  考

q



(その14)

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

行番号

△
回 計

そ の 他 の 支 出

こ の 頁 の 小 計

事務所借上げ代 (12月 分)

電話代 (初期費用 )

事務所借上げ代 (11月 分 )

事務所借上げ代 (初期費
用、9,10月 分 )

支 出 の 目 的

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

495,665

28,648

467ぅ 017

70,000

33,017

70,000

294,000

金 額

R6/12/3

R6/11/21

R6/10/29

R6/9/20

年 月 日

項  目  別  区  分

大家不動産株式会社

株式会社 ラクー ンフィナ ン

シヤル

大家不動産株式会社

大家不動産株式会社

支出を受 けた者の氏名
(団 体にあつては、その名称 )

長崎県諌早市馬渡町7番地2

東京都中央区日本橋蛎殻町卜14-14

長崎県諌早市馬渡町7番地2

長崎県諌早市馬渡町7番地2

支出を受けた者の住所 (団体にあつては、主
たる事務所の所在地 )

4.事務所費

備  考

8



(そ の15)

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

行番号

△
計

そ の 他 の 支 出

こ の 頁 の 小 計

航空券代

航空券代

航空券代

航空券代

航空券代

レンタカー代

航空券代

航空券代

航空券代

航空券代

航空券代

新幹線代

支 出 の 目 的

(3)政治活動費の内訳

449,737

184,257

265,480

16,900

26,715

26,720

30,070

26,715

13,200

25,380

26,720

26,720

17,740

17,740

10,860

金 額

R6/12/6

R6/11/1

R6/10/26

R6/10/8

R6/10/4

R6/10/3

R6/10/3

R6/9/30

R6/9/30

R6/9/22

R6/9/22

R6/9/18

年 月 日

項   目  別  区  分

全 日本空輸株式会社

日本航空株式会社

全日本空輸株式会社

日本航空株式会社

日本航空株式会社

空港 レンタカー

全 日本空輸株式会社

全日本空輸株式会社

全 日本空輸株式会社

全 日本空輸株式会社

全 日本空輸株式会社

九州旅客鉄道株式会社

支出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称 )

東京都港 区東新橋 1-5-2汐留 シテ ィ
セ ンター

東京都品川区東品川二丁目4番 11号

野村不動産天王洲ビル

東京都港区東新橋卜5-2汐留シティ
センター

東京都品川区東品川二丁 目4番 11号

野村不動産天王洲 ビル

東京都品川区東品川二丁 目4番 11号

野村不動産天王洲 ビル

長崎県壱岐市石 田町筒城東触1784

東京都港区東新橋1-52汐留シティ
センター

戻京都港区東新橋 1-5-2汐 督シティ
センター

東京都港区東新橋 1-5-2汐 留シティ
センター

東京都港区東新橋1-5-2汐 留シティ
センター

東京都港区東新橋152汐 留シティ
センター

福岡県福 岡市 1専多区博多駅前 3丁 目25

番21号

支出を受けた者の住所 (団体にあつては、主
たる事務所の所在地)

0

1.組織活動費

備  考

?



(そ の15)

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

行番号

△
計

そ の 他 の 支 出

こ の 頁 の 小 計

ホームページ関連費

街宣車用看板代

ビラ印刷代

ポスター印刷代

ポスター印刷代

ホームページ関連費

ポスター印刷代

支 出 の 目 的

(3)政治活動費の内訳

917,660

16ぅ 313

901,347

13,200

31,900

498,080

116,170

116,170

46,200

79,627

金 額

R6/11/30

R6/11/21

R6/10/31

R6/10/4

R6/10/4

R6/9/30

R6/9/26

年 月 日

項   目  別  区  分

株式会社イチニ

セイコーラボ

株式会社昭和堂

ラクスル株式会社

ラクスル株式会社

株式会社イチニ

ラクスル株式会社

支出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称)

東京都渋谷区ネ申宮前1丁 目H llグ
リーンファンタジアビル7F

長崎県長崎市扇町26-20

長崎県諌早市長野町10072

東京都品川区上大崎2249ア イケイ
ビル lF

東京都 品川 区上大崎2-24-9ア イケイ
ビル lF

東京都渋谷区神官前1丁 目11-11グ
リーンファンタジアビル7F

東蔚 「ぅ晶川 区上大崎2-249ア イクイ
ビル lF

支出を受けた者の住所 (団体にあつては、主
たる事務所の所在地)

0

4.宣伝事業費

備  考

| Э



(そ の17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

シ 世 ノヽ フ化工上 金 残貞 述 100二 旦と 避 ≧ 全 世 △ 全

サ
取得の価額が100万 円を超える施設の利用に関する権

型

コ 主 払 盈 逸 と 金 抵 n10o二 里 空 通 ≧ 全 数 企

ケ 貸 旦盈 工 上⊇ 凌直 n loo二 旦生 坦 え 登 貸 旦企

ク 旦 全 二 上 乙 推 不l

キ 左 赳 証 迭

力  金 鐘 信 誕

オ
亜 全 【当 通 速 全 ≧ び 当 座 重 全 と 虚 くにと
_深_旦 鮭 全 (当 通 壁 全 二 隆 く に 基

エ ユ 径 Q個 毯 n100二 旦 上 坦 ≧ 全 艶 産

ウ 律 物 の 所 右 寿 日的 ルす る ナlJ卜 権 X肢 十 ナ十1」 の 管 倍 権

イ 建 物

ア  土 地

資 産 等 の 項 目 別 区 分

資 産 等 の 有 無

□

有

日

図

日

空離 備 考

||



(そ の20) 五
呂

善旦
圭
日

添付書類 (別添のとお り)

回  1 領収書等の写 し

□  2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。)

図  3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成したものであって、真実に相違ありません。

令和7年 2月  8日

政 治 団 体 の名 称  日本維新の会衆議院長崎県第 2選挙区支部

会計責任者 の氏名  横 田 朋 大 ②

代 表 者 の 氏 名   (代表者については解散時のみ記入すること)

19横 田 朋 大

修



政治資金監査報告書

令不日7年 2月 10日

日本維新の会衆議院長崎県第 2選挙区支部

代表 横田 朋大 殿

登録政治資金監査人 物 ]み 乃た

登録番号 第 6047 号

研修修了年月日 令和 5年 9月 1日

1 監査の概要

(1)私は、政治資金規正法 (以下 「法」とい う。)第 19条の 13第 1項の

規定に基づき、 日本維新の会衆議院長崎県第 2選挙区支部の令和 6年に係 る法

第 17条第 1項に規定する収支報告書のすべての期間を封象 として、当該収支

報告書並びに当該収支報告書に係 る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を

徴 し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係 る支出目的書 (支

出の 目的が記載 された振込明細書の写 しを含む。以下同じ。)について、支出

に関する政治資金監査を行つた。

(2)こ の政治資金監査は、法第 19条の 13第 2項に定めるところにより政

治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」 (以下

「政治資金監査マニュアル」 とい う。)に基づき行つた。

(3)私の責任は、外部性を有する第二者 として、国会議員関係政治団体の会

計責任者の作成又は徴取 した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳

簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書、振込明細書及

び振込明細書に係る支出目的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政

治資金監査を行った結果を報告することにある。

(4)この政治資金監査は、 日本維新の会衆議院長崎県第 2選挙区支部が解散

しているため、長崎県長崎市元船町 7番 3号松永ビル 1階に構える日本維新の

会長崎県総支部の主たる事務所において行つた。



2 監査の結果

私が実施 した政治資金監査の結果は、以下のとお りである。

(1)法第 19条の 13第 2項第 1号に規定する事項について、会計帳簿、明

細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書、振込明細書及び振込

明細書に係る支出目的書がイ呆存 されていた。

(2)法第 19条の 13第 2項第 2号に規定する事項について、会計帳簿に

は、当該国会議員関係政治団体に係 るその年における支出の状況が記載 され、

かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法第 19条の 13第 2項第 3号に規定する事項について、法第 12条第

1項に規定する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し

難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係 る支出目的書に基づい

て支出の状況が表示 されていた。

(4)法第 19条の 13第 2項第 4号に規定する事項について、領収書等を徴

し難かった支出の明細書及び振込明細書に係る支出目的書は、会計帳簿に基づ

いて記載 されていた。

3 業務制限

日本維新の会衆議院長崎県第 2選挙区支部と私との間には、法第 19条の

13第 5項の規定に違反する事実はない。

また、日本維新の会衆議院長崎県第 2選挙区支部と政治資金監査の業務を補

助した使用人その他の従業者との間においても、同様である。

以  上


